
平
成
二
十
六
年
四
月
九
日
提
出

質

問

第

一

一

五

号

福
島
県
「
県
民
健
康
管
理
調
査
『
甲
状
腺
検
査
』
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

杉

本

か

ず

み
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福
島
県
「
県
民
健
康
管
理
調
査
『
甲
状
腺
検
査
』
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
、
第
十
四
回
福
島
県
「
県
民
健
康
管
理
調
査
」
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
「
県
民
健
康
管
理
調
査

『
甲
状
腺
検
査
』
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
」
が
公
表
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
次
検
査
の
結
果
、
Ａ
�
判
定
（
結
節
や
嚢
胞
を
認
め
な
か
っ
た
も
の
）
の
割
合
が
平
成
二
十
三
年
度

六
十
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
四
年
度

五
十
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
五
年
度

四
十
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

と
年
を
追
う
ご
と
に
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ａ
�
判
定
（
五
・
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
結
節
や
二
十
・
〇
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
下
の
嚢
胞
を
認
め
た
も
の
）
の
割
合
は
、
平
成
二
十
三
年
度

三
十
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
四
年
度

四
十

四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
五
年
度

五
十
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
Ｂ
判
定
（
五
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
結
節
や
二

〇
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
嚢
胞
を
認
め
た
も
の
）
の
割
合
は
、
平
成
二
十
三
年
度

〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
四

年
度

〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
五
年
度

〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
年
を
追
う
ご
と
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
平
成
二
十
六
年
四
月
三
日
の
衆
議
院
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
環
境
省
塚
原
環
境
保

健
部
長
よ
り
「
福
島
県
に
見
ら
れ
る
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
、
放
射
線
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
に
く
い
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ

一



て
い
る
。

確
か
に
、
小
児
甲
状
腺
が
ん
の
潜
伏
期
間
は
最
低
で
も
四
年
か
ら
五
年
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
事
故
後
す
で
に
三
年
が
経
過
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
は
、
小
児
甲
状
腺
が
ん
の
兆
候
が
表
れ
始
め
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
、
質
問
す
る
。

一

政
府
は
、
福
島
県
「
県
民
健
康
管
理
調
査
『
甲
状
腺
検
査
』
」
に
お
い
て
、
Ａ
�
判
定
の
割
合
が
年
を
追
う
ご
と
に
減
少

し
て
い
る
こ
と
（
Ａ
�
判
定
の
逓
減
と
い
う
数
値
の
推
移
）
及
び
Ａ
�
判
定
・
Ｂ
判
定
の
割
合
が
年
を
追
う
ご
と
に
増
加
し

て
い
る
こ
と
（
Ａ
�
判
定
・
Ｂ
判
定
の
逓
増
と
い
う
数
値
の
推
移
）
と
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
り

放
射
線
が
大
量
に
放
出
さ
れ
た
こ
と
と
は
無
関
係
と
考
え
て
い
る
の
か
。

二

仮
に
政
府
が
一
に
お
い
て
「
事
故
に
よ
り
放
射
線
が
大
量
に
放
出
さ
れ
た
こ
と
と
無
関
係
」
と
考
え
て
い
る
の
な
ら
ば
、

そ
の
根
拠
は
何
か
。

三

仮
に
政
府
が
一
に
お
い
て
「
事
故
に
よ
り
放
射
線
が
大
量
に
放
出
さ
れ
た
こ
と
と
無
関
係
」
と
考
え
て
い
る
の
な
ら
ば
、

政
府
は
、
Ａ
�
判
定
の
逓
減
及
び
Ａ
�
判
定
・
Ｂ
判
定
の
逓
増
の
理
由
を
い
か
に
認
識
し
て
い
る
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


